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国民年金 国民健康保険・後期高齢者医療制度

info
プラス

異動の季節です。国民年金の手続きを忘れずに！
　国民年金の被保険者は、職業などにより３
つのグループに分かれます。就職、転職、退職、
結婚などで加入するグループが変わったとき
には、必ず手続きをしましょう。

外来診療における高額療養費の取り扱いが変わります
　4月1日（日）から認定証などを提示することで、外来診療でも窓口で限度額以上を支
払う必要がなくなります。

※国民年金の被保険者（20歳以上60歳未満の方）
第1号被保険者…自営業者・農林漁業者・学生・無職な
どの方／第2号被保険者…厚生年金・各種共済組合の
加入者（現役の会社員や公務員など）／第3号被保険者
 …第2号被保険者に扶養されている配偶者

　厚生年金・共済組合の加入をやめたとき（退職など）
　グループの変更：2号→1号　　手続き先：市役所

　厚生年金・共済組合加入の配偶者に扶養される
　ことになったとき
　グループの変更：1号→3号、2号→3号
　手続き先：配偶者の勤務先事業所

　第3号被保険者が配偶者の扶養から外れたとき
　（収入増・離婚など）
　第3号被保険者の配偶者が厚生年金・共済組合
　の加入をやめたとき
　グループの変更：3号→1号　　手続き先：市役所

こんな時は届出を！

問合せ　国民健康保険課　172-3122
問合せ 国民健康保険課国保運営担当　172-3123
 障がい者・高齢者医療担当　172-3125

保
険・年
金

防　

災

70歳未満の方

70歳以上の
非課税世帯の方

75歳以上で
課税世帯の方

70歳以上
75歳未満で
課税世帯の方

事前の手続き　必要なし

事前の手続き　必要なし

▼事前の手続き
「限度額適用認定証」または
「限度額適用・標準負担額減額
認定証」をお持ちでない方は、
事前に市の窓口で交付を申請

病院・薬局などでの支払時
「保険証」と一緒に、交付
された認定証を窓口に
提示

病院・薬局などでの支払時
「保険証」と「高齢受給者
証」を窓口に提示

病院・薬局などでの支払時
「保険証」を窓口に提示

毎週火曜12:30 ～ 12:55に放送中の地域情報ラジオ番組「カリプラ！」（AIR-G’FM80.4MHz）は3月27日（火）が最終回です。
石狩のカリスマプランナーを目指し、1年間頑張ってきたパーソナリティーの松本京子さんの声をどうぞお聴き逃しなく！（秘書広報課）

　

成
人
健
康
相
談

　

生
活
習
慣
病
や
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
症

候
群
の
予
防
・
改
善
、女
性
特
有
の
更

年
期
障
害
な
ど
、健
康
に
関
す
る
相

談
に
保
健
師
・
栄
養
士
が
応
じ
ま
す
。

　

動
脈
硬
化
早
期
発
見
に
役
立
つ

「
簡
易
血
管
年
齢
測
定
」も
で
き
ま
す
。

※
個
室
希
望
者
は
申
込
時
に
応
相
談

日
時　

3
月
22
日
（木） 

13
時
30
分
〜
15
時

場
所　

り
ん
く
る

持
ち
物　

お
持
ち
の
方
は
健
康
手

帳
、健
診
受
診
者
は
健
診
結
果
票
も

申
込
締
切　

3
月
21
日
（水） 

申
込
・
問
合
せ　

保
健
推
進
課 

1
72
・
3
1
2
4

　

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る

　

特
別
弔
慰
金（
第
9
回
）

　

公
務
扶
助
料
・
遺
族
年
金
等
を
受

け
て
い
た
方
が
、平
成
17
年
4
月
1

日
か
ら
平
成
21
年
3
月
31
日
ま
で
の

期
間
に
亡
く
な
っ
た
な
ど
の
理
由

で
、平
成
21
年
4
月
1
日
時
点
で
受

給
権
を
有
す
る
遺
族
の
方
が
い
な
い

場
合
、遺
族
の
お
1
人
に
特
別
弔
慰

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。請
求
権
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
遺
族
の
方
へ
は
、平

成
21
年
7
月
に
厚
生
労
働
省
よ
り
個

別
に
案
内
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、ご

確
認
く
だ
さ
い
。

請
求
期
限　

本
年
4
月
2
日
（月） 

請
求
・
問
合
せ　

福
祉
総
務
課

1
72
・
3
1
2
7

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員

　

手
続
中
と
な
っ
て
い
た
地
域（
花

川
南
7
条
3
丁
目
）の
1
人
が
決
定

し
ま
し
た
。

○
半
田 

利
幸（
花
川
南
7
・
3
・
2
1
7

1
73
・
6
5
2
1
）

問
合
せ　

福
祉
総
務
課

1
72
・
3
1
2
7
／
石
狩
市
民
生
委

員
児
童
委
員
連
合
協
議
会

1
72
・
8
1
8
4

　

緑
苑
台
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場

　

シ
ー
ズ
ン
券

対
象　

市
民

販
売
受
付　

4
月
3
日
（火） 

10
時
〜

持
ち
物　

証
明
写
真（
3
㎝
×
2.5 

㎝
）、

本
人
確
認
で
き
る
も
の（
保
険
証
な

ど
）、利
用
料（
福
祉
利
用
割
引
券
の
利

用
可
）

利
用
料　

大
人
1
万
8
千
円
、65
歳
以

上
1
万
3
千
円
、中
学
生
以
下
5
千
円

申
込
・
問
合
せ　

（財）
石
狩
市
体
育
協

会（
花
畔
3
3
7
・
4　

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋

セ
ン
タ
ー
内
）1
64
・
1
2
2
0

　

国
民
健
康
保
険

　

70
〜
74
歳
の
被
保
険
者
の
方
で
、

医
療
機
関
な
ど
で
支
払
う
一
部
負
担

金
の
割
合
が「
2
割
」の
方
は
、本
年

3
月
31
日
ま
で
負
担
が「
1
割
」に
据

え
置
か
れ
て
い
ま
す
が
、さ
ら
に
1

年
間
延
長
し
、平
成
25
年
3
月
31
日

ま
で
継
続
さ
れ
ま
す
。

　

現
在
、高
齢
受
給
者
証
の「
一
部
負

担
金
の
割
合
」の
欄
が「
2（
平
成
24

年
3
月
31
日
ま
で
は
1
割
）」と
表
示

さ
れ
た
も
の
を
お
持
ち
の
方
に
は
、

新
し
い
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す

（
手
続
き
不
要
）。3
月
末
ま
で
に
お

手
元
に
届
か
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

○
現
在
の
受
給
者
証
は
、4
月
以
降

使
用
で
き
ま
せ
ん
。

○
新
し
い
受
給
者
証
の
有
効
期
限

は
、平
成
24
年
7
月
31
日（
更
新
時

期
）で
す
。な
お
、更
新
時
期
前
に

75
歳
と
な
る
方
は
、75
歳
の
誕
生

日
の
前
日
が
有
効
期
限
で
す
。

○
現
役
並
み
所
得
者
で
3
割
負
担
の

方
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。現
在
、お

持
ち
の
受
給
者
証
を
お
使
い
く
だ

さ
い
。

問
合
せ　

国
民
健
康
保
険
課

1
72
・
3
1
2
3

　

防
災
意
識
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

　

昨
年
末
か
ら
実
施
し
た
防
災
意
識

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
い

た
だ
き
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。防
災
に
つ
い
て
多
く
の
ご
意
見
が
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【子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌】 ワクチン接種費用助成を平成24年度も継続します
けい

巨大な水の壁となって長時間力が加
わる津波は、陸上のものを破壊しな
がら内陸まで一気に浸水します。

info
プラス

子宮頸がん予防ワクチン
対象　新中学1年生～新高校1年生相当年齢（平成8年4月2日～平
成12年4月1日生まれ）の女性
※新高校2年生相当年齢（平成7年4月2日～平成8年4月1日生まれ）の女性は、
平成24年3月31日までに初回接種を受けている場合に限り、平成24年度
も引き続き助成の対象となります
期間　平成24年4月1日～平成25年3月31日
接種費用　無料
接種場所　市内の委託医療機関
持ち物　保険証や母子健康手帳など、氏名・住所・生年月日が確認
できるもの
※２回目以降の接種時には、前回の予防接種済証、または母子健康手帳を持
参のこと
※原則、保護者の同伴が必要。ただし、同意書によりあらかじめ保護者の同意
が確認できた方は、保護者の同伴は不要
接種スケジュール

ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン
対象　生後2カ月～ 5歳未満のお子さん
期間　平成24年4月1日～平成25年3月31日　　接種費用　無料
接種回数　ワクチンの種類、接種開始年齢によって異なります
　 生後2カ月～ 7カ月未満…4回
 生後7カ月～ 12カ月未満…3回
 1歳～ 5歳未満…1回　
 生後2カ月～ 7カ月未満…4回
 生後7カ月～ 12カ月未満…3回
 1歳～ 2歳未満…2回
 2歳～ 5歳未満…1回
接種場所　市内の委託医療機関
持ち物　保険証など氏名・住所・生年月日が確認できるもの、母子健康手帳
※原則、保護者や親族等の同伴が必要です。保護者が事情により同伴できない場
合、お子さんの健康状態を普段からよく知る親族等が同伴することは差し支
えありません。保護者以外の同伴の場合には、委任状が必要になります

問合せ 保健推進課　172-3124 / 172-6124
 厚田保健センター　178-1033
 浜益支所市民生活課　179-2112

そ  

せ
い

サーバリックス
（２価ワクチン）

2回目
初回接種から1カ月後

3回目
初回接種から6カ月後

2回目
初回接種から2カ月後

3回目
初回接種から6カ月後

ガーダシル
（４価ワクチン）

※同じワクチンを３回接種する必要があります
※予防ワクチンの選択については、実施医療機関と相談して決めてください

ヒブワクチン

小児用肺炎球菌
ワクチン

☆これらのワクチンは、予防接種法に基づかない任意の予防接種です。
　接種するかどうかは、保護者の皆さんがご判断ください。

津波
波長数km～数百 km

現在市では、多くの市民の皆さんにご参加いただきながら、地域防災計画の改訂、地区防災計画の策定に取り組んでいます。
これらの会議は公開で行います（申込不要）。会議日程は市ＨＰをご覧いただくか、お問い合わせください。（総務課☎72-3190）

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。今
後
、市
の
防
災

計
画
の
改
訂
や
地
区
防
災
計
画
の
策

定
に
役
立
て
て
い
き
ま
す
。ま
だ
ア
ン

ケ
ー
ト
に
お
答
え
さ
れ
て
い
な
い
方

は
、お
早
め
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

総
務
課
危
機
管
理
担
当

1
72
・
3
1
9
0

　

定
期
普
通
救
命
講
習
会

　

心
肺
蘇
生
法
や
異
物
除
去
、Ａ
Ｅ

Ｄ
を
用
い
た
講
習
会
で
す
。受
講
者

に
は「
普
通
救
命
講
習
修
了
証
」を
お

渡
し
し
ま
す
。

対
象　

中
学
生
以
上
の
市
民
ま
た
は

市
内
勤
務
者

日
時　

3
月
18
日
（日）
9
時
〜
12
時

持
ち
物　

筆
記
用
具

費
用　

無
料

申
込
方
法　

事
前
に
電
話
申
込

※
当
日
受
付
不
可

場
所
・
申
込
・
問
合
せ　

石
狩
消
防
署

警
備
課（
花
川
北
1
・
1
）

1
74
・
7
0
2
4

　

灯
油
も
れ
事
故
に
注
意

　

道
内
で
、家
庭
用
灯
油
ホ
ー
ム
タ

ン
ク
な
ど
か
ら
の
灯
油
も
れ
事
故
が

増
加
し
て
い
ま
す
。火
災
発
生
の
危

険
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、河
川
な
ど

に
流
入
す
る
と
、水
道
水
源
の
汚
染

や
魚
類
・
農
作
物
の
被
害
を
引
き
起

こ
す
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。ホ
ー
ム
タ

ン
ク
な
ど
で
灯
油
を
貯
蔵
し
て
い
る

家
庭
で
は
、次
の
点
に
注
意
し
日
常

点
検
を
行
い
、事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ

う
。万
が
一
灯
油
を
漏
え
い
さ
せ
て

し
ま
っ
た
場
合
に
は
、速
や
か
に
消

防
署
へ
連
絡
し
ま
し
ょ
う
。

①
灯
油
臭
が
な
い
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

②
タ
ン
ク
・
配
管
に
、腐
食
や
亀
裂
が

な
い
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

③
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
の
固
定
状
況
を
確

認
し
、転
倒
の
恐
れ
が
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

④
定
期
的
に
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
の
残
量

を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

⑤
除
雪
や
屋
根
か
ら
の
落
雪
に
よ
る
配

管
等
の
破
損
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

石
狩
消
防
署
予
防
課

1
74
・
7
1
6
5

　

津
波
へ
の
備
え

　

海
域
の
浅
い
所（
0
〜
1
0
0
㎞
）

で
大
地
震
が
起
き
る
と
津
波
が
発
生

し
ま
す
。昨
年
3
月
11
日
、三
陸
沖
の

深
さ
24
㎞
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
9.0
と

い
う
気
象
庁
観
測
史
上
最
大
の
規
模

と
な
る「
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
」

が
発
生
し
、巨
大
な
津
波
が
東
北
地

方
太
平
洋
沿
岸
を
中
心
に
日
本
全
国

で
観
測
さ
れ
ま
し
た
。

　

津
波
は
、一
般
的
な
波
と
異
な
り

非
常
に
速
い
流
れ
で
す
の
で
、そ
の

場
に
い
た
人
に
と
っ
て
は
突
然
濁
流

の
中
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ

状
況
に
な
り
ま
す
。そ
の
た
め
高
さ

数
十
㎝
の
津
波
で
も
立
っ
て
い
ら
れ

な
く
な
り
、1
ｍ
を
超
え
る
と
木
造

家
屋
を
壊
し
ま
す
。

　

津
波
の
発
生
が
予
想
さ
れ
た
場
合
、

気
象
庁
は
津
波
警
報
や
注
意
報
を
発

表
し
ま
す
。し
か
し
、今
の
科
学
技
術

で
は
短
時
間
で
津
波
の
高
さ
を
完
全

に
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、震
源
に
近
い
所
で
は
警
報
の

発
表
前
に
津
波
が
来
襲
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

　

海
辺
で
強
い
揺
れ
を
感
じ
た
ら
、

津
波
警
報
の
発
表
を
待
つ
こ
と
な
く
、

す
ぐ
に
高
い
所
へ
避
難
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、津
波
は
繰
り
返
し
何
度
も
押

し
寄
せ
ま
す
。津
波
警
報
が
解
除
さ

れ
る
ま
で
は
避
難
を
継
続
し
、絶
対

に
海
辺
に
近
づ
か
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。い
ざ
と
い
う
と
き
の
た

め
に
、避
難
所
を
確
認
し
て
お
く
な

ど
事
前
の
準
備
も
必
要
で
す
。

問
合
せ　

札
幌
管
区
気
象
台

1
0
1
1
・
6
1
1
・
6
1
2
5


